
 

 

 

 

 

 

固定資産税・都市計画税に係る国家賠償請求事件について（概要） 

 

１ 概要 

 (1) 原告 日亜鋼業株式会社（尼崎市中浜町１９番地） 

(2) 対象土地 （原告所有土地３１筆のうち）道意町６丁目７４番地 他１９筆 

(3) 訴えの要旨 平成１５年度から２９年度において、用途地区の区分の誤りにより過去

に払い過ぎた固定資産税等の約２億円とその法定利息及び訴訟費用を

支払え 

 (4) 本市の主張 本市の対応に違法性及び過失並びに注意義務違反はない。 

 (5) 第１審判決日 令和７年４月２２日（本市の全面敗訴） 

 (6) 控訴審判決日 令和７年１０月３１日（本市の全面敗訴（第１審の引用）） 

 (7) 上告審判決日 令和８年６月５日（本市の全面敗訴（上告及び上告受理申立て棄却）） 

 

２ 上告審判決の内容 

(1) 本件上告を棄却する。 

(2) 本件を上告審として受理しない 

(3) 上告費用及び申立費用は、上告人兼申立人の負担とする。 

 

３ 今後の本市の対応予定 

今後の対応については、現時点で調整中ではあるが、速やかに、相手方と支払期日等の

交渉を行い、損害賠償金の支払い等を行うための準備を進めていく。 

 

以 上 

令和８年（2026 年）６月９日 

所 属 資産税課 

所属長 中尾 智次 

電 話 06－6489－6262 



 

＜参考資料＞事件の経緯・経過 

(1) 平成３０年７月２７日  

原告が尼崎市固定資産評価審査委員会（以下「委員会」という。）への審査申出。原告は、対象

土地の用途地区は中小工場地区ではなく大工場地区であるとの主張 

(2) 令和３年９月２４日  

委員会は、原告の「大工場地区として評価すべき」という主張を認容する審査決定され、その

後、本市が同決定に基づく評価額の修正 

(3) 令和４年２月２２日  

原告から平成２９年度分の過納金還付請求 

(4) 令和４年３月９日  

本市による平成２９年度の税額修正は行わない旨の回答 

(5) 令和４年３月２５日  

原告から平成１４年度から平成２９年度の固定資産税及び都市計画税相当額並びに利息相当分約

３億円支払請求 

(6) 令和４年５月９日  

本市は返還を行わない旨の回答 

(7) 令和４年１０月２８日  

原告による訴えの提起 

(8) 令和６年９月１７日 

  裁判所から和解に向けた対応可能性についての検討依頼 

(9) 令和６年１０月２９日  

和解には応じない旨の回答 

(10) 令和７年２月４日 

   口頭弁論結審（口頭弁論期日 令和５年６回 令和６年６回 令和７年１回 合計１３回） 

(11) 令和７年４月２２日 

   第１審判決言渡し（本市の全面敗訴） 

(12) 令和７年４月２５日 

神戸地方裁判所尼崎支部へ控訴状を提出 

(13) 令和７年６月１９日 

神戸地方裁判所尼崎支部へ控訴理由書を提出 

(14) 令和７年８月２７日 

第２審第１回口頭弁論期日 

(15) 令和７年１０月３１日 

第２審判決言渡し（本市の全面敗訴（第１審の引用）） 

(16) 令和７年１１月１３日 

大阪高等裁判所へ上告及び上告受理申立て 

(17) 令和７年１２月２５日 

大阪高等裁判所へ上告理由書及び上告受理申立理由書を提出 

(18) 令和８年２月１７日 

最高裁判所からの記録到着通知 

(19) 令和８年６月５日 

最高裁判所による棄却決定 

  



 



 


